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香 ノ 11県 立 丸 亀 病 院整備 検 討 委 員 会 設 置 要 綱

(設 置 )

第 1 条 香 川 県 立 丸 亀 病 院 (以 下 「丸 亀 病 院 」 とい う。) 整 備 検 討 委 員 会 (以 下 「委 員 会 」 とい

う。) を設 置 す る。

(所 掌 事 務 )

第 2 条 委 員 会 は 、丸 亀 病 院 の整 備 に 関 し、県 立病 院 と して 求 め られ る役 割 、機 能 等 につ い て検

討 を行 い 、 委 員 会 と して の意 見 書 を と りま とめ る。

(組 織 )

第 3 条 委 員 会 は 、委 員 8 人 以 内 で組 織 す る。

2 委 員 は 、医療 や 企 業 経 営 に見識 を有 す る者 、学 識 経 験 者 、関係 団体 や 行 政機 関 関係 者 等 の う

ち か ら、香 川 県 病 院 事 業 管 理 者 (以 下 「管 理 者 」 とい う。) が委 嘱 す る。

3 委 員 の任 期 は 、令 和 8 年 3 月31日ま で とす る。

(委 員 長 )

第 4 条 委 員 会 に委 員 長 を置 く。

2 委 員 長 は 、管 理 者 が指 名 す る。

3 委 員 長 は 、委 員 会 を代 表 し、会 務 を総 理 す る。

4 委 員 長 に事 故 が あ る とき は 、委 員 長 が あ らか じめ指 名 す る委 員 が そ の職 務 を代 理 す る。

(会 議 )

第 5 条 委 員 会 の会 議 は 、委 員 長 が招 集 し、委 員 長 が議 長 とな る。

2 委 員 長 は 、必 要 が あ る と認 め る ときは 、委 員 以 外 の者 に会 議 へ の 出席 を求 め る こ とが で き る。

(庶 務 )

第 6 条 委 員 会 の庶 務 は 、病 院 局 県 立 病 院 課 にお い て処 理 す る。

(補 則 )

第 7 条 この要 綱 に定 め る もの の ほ か 、委 員 会 の運 営 に 関 し必 要 な事 項 は 、別 に定 め る。

附 則

この 要 綱 は 、令 和 7 年 9 月29 日か ら施 行 す る。
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資 料 1

香 川 県立 丸 亀 病 院 整 備 検 討 委 員会 運 営 要 領

1 委員会の所掌事務

当委 員 会 は 、香 川 県 立 丸 亀病 院 整備 検 討 委 員 会設 置 要綱 第 2 条 の規 定 に基 づ き、 丸亀 病 院 の整 備 に 関

し、県 立病 院 と して求 め られ る役 割 、機 能 等 につ い て検 討 を行 い 、委 員 会 と して の意 見書 を と りま とめ

る。

2 会議の公開基準について

(1) 会議 につ い て は、原 則 と して公 開す る。

なお 、次 のいず れ か に該 当す る場 合 は、会議 を公 開 しない こ とが で き る。

イ : 会議 にお い て、香 川 県情 報公 開条例 (平成 12 年 条 例 第 54 号) 第 7 条 各 号 に定 め る情 報 に該 当

す る と認 め られ る事 項 につ い て審 議 等 を行 う場 合

ロ : 会 議 を公 開す る こ とに よ り、公 正 かつ 円滑 な審 議 が著 し く阻害 され 、会議 の 目的 が達成 で きな

くな る と認 め られ る場 合

⑵ 会議 を公 開す るか ど うか は、公 開基 準 に基 づ き、 当委 員 会 が決 定す る。

3 公開の方法について

(1) 会議 の公 開 は、会議 の傍聴 を希 望 す る者 (以 下 、 「傍聴 人 」 とい う。) に、会議 の傍聴 を認 め る こ とに

よって行 う。

⑵ 委 員 会 は、会場 の状 況 等 に応 じて適 宜 の数 の傍聴 席 を設 け る。

⑶ 傍 聴 人 は、所 定 の場 所 で 自己の住 所 及 び 氏名 並 び に会議 の録 音 、 写真撮 影及 び動 画撮 影 を行 う旨を

傍聴 人 受付 簿 に記 入 す る。

(4) 傍聴 人 は、会議 を非公 開 とす る決 定 が あ った ときは、速 や か に退 場 す る。

(5) 委 員 長 は、傍 聴 人 が会場 の秩 序 を乱 し、 又 は会議 の妨 害 とな る よ うな行 為 を行 った ときは 、退 場 を

命 じる こ とが で き る。

4 会議資料等の公開について

(1) 氏名 、委 員 会 の役 職 名 及 び所 属 団体名 等 を記 載 した委 員名 簿 を県 の ホー ムペ ー ジにお い て公 開す る。

(2) 会議 資料 につ い て は、原則 と して会議 終 了後 に県 のホー ムペ ー ジ にお い て公 開す る。

(3) 会議 終 了後 、事 務 局 にお い て、会議 録 を作成 し、県 の ホー ムペ ー ジ にお い て公 開す る。
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香川県立丸亀病院整備検討委員会傍聴要領

1 傍 聴 手 続

会 議 を傍 聴 しよ うとす る方 は 、 会 議 の 開催 時刻 ま で に 、係 員 に住 所 及 び 氏 名 等 を 申 し出

て 、係 員 の指 示 に従 い 、会 場 に入 場 して くだ さい。

2 傍 聴 者 の 遵 守 事 項

傍 聴 者 は 、 次 の事 項 を遵 守 して くだ さい。

(1) 会 議 中 は 、私 語 を慎 み 、 意 見 を表 明 しな い こ と。

⑵ 討 議 にお け る言 論 に対 し、拍 手 そ の他 の方 法 に よ り公 然 と可否 を表 明 しな い こ と。

(3) 携 帯 電 話 等 は 、議 事 運 営 の妨 げ とな るの で 、会 議 中 は電源 を切 る こ と。

⑷ 委 員 長 の許 可 な く、会 議 の模 様 を撮 影 し、又 は録 音 しな い こ と。

(5) そ の他 礼 儀 を守 り、会 議 を軽 視 す る よ うな行 為 を しない こ と。

3 会 場 の 秩 序 維 持

前 項 の規 定 に違 反 した傍 聴 者 に は 注 意 を促 します 。 注 意 を受 け な が ら、 これ を改 め な い

とき は 、退 場 して い た だ く こ と とな ります 。
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第1回 香川県立丸亀病院整備検討委員会 令和7年10 月3 1日

資料2

精神医療政策の現状





I 精神医療政策の現状(総論)



- 1 -(厚 生労働省 障害保健福祉 部) 精神保健 医療福祉 の今後 の施策推進 に関する検討 会 第 1回資料 (令 和6年5月20 日) 【抜粋 】

1 近 年 の 精 神 保 健 医 療 福 祉 の 経 緯

• 我 が 国 の 精 神 保 健 医 療 福 祉 (こつ い て は 、 平 成 16年 9 月 (こ精 神 保 健 福 祉 本 部 (本 部 長 ：厚 生 労 働 大 臣 ) で 策 定 さ れ た

「精 神 保 健 医 療 福 祉 の 改 革 ビジ ョ ン 」 (こお い て 「入 院 医 療 中 心 か ら地 域 生 活 中 心 へ 」 と い う理 念 が 示 さ れ て 以 降 、

様 々 な 施 策 が 行 わ れ て き た 。

※上 記 により、今 後 1〇年 間 で、受 入 条 件 が 整 えば退 院 可 能 な者 約 7万 人 につ いて、解 消 を図 る。



(厚 生労働省 障害保健福祉 部) 精神保 健 医療福祉 の今後 の施策推進 に関する検討会 第 1回資料 (令和6年5月20 日) 【抜粋 】

2 近 年 の 精 神 保 健 医 療 福 祉 の 経 緯 ②

•  「良 質 か つ 適 切 な 精 神 障 害 者 に対 す る 医 療 の 提 供 を 確 保 す る た め の 指 針 」 ( 平 成 26年 厚 生 労 働 省 告 示 第 6 5号 ( 平

成 26年 4 月 1 日適 用 ) ) を 踏 ま え 、 「長 期 入 院 精 神 障 害 者 の 地 域 移 行 に 向 け た 具 体 的 方 策 (こ係 る 検 討 会 」 ( 平 成

26年 7 月 と りま とめ ) で は 、 新 た な 長 期 入 院 を 防 ぐた め に 、 多 職 種 の 活 用 を 中 心 と した 精 神 病 床 の 機 能 分 化 及 び

地 域 移 行 の 推 進 (こよ り、 精 神 病 床 の 適 正 化 、 不 必 要 な 病 床 の 削 減 と い っ た 構 造 改 革 を 目指 す 方 向 性 が 示 さ れ た 。

構造改革によって実現 される病院の将来像 (イメージ)
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(厚 生労働省 障害保健福祉 部) 精神保 健 医療福祉 の今後 の施策推進 に関する検討会 第 1回資料 (令和6年5月20 日) 【抜粋 】

3 近 年 の 精 神 保 健 医 療 福 祉 の 経 緯 ③
- 3 -

• 「これ か ら の 精 神 保 健 医 療 福 祉 の あ り方 に 関 す る 検 討 会 」 ( 平 成 29年 2 月 と りま とめ ) で は 、 「地 域 生 活 中 心 」

と い う理 念 を 基 軸 と しな が ら 、 精 神 障 害 者 の 一 層 の 地 域 移 行 を 進 め る た め の 地 域 づ く りを 推 進 す る 観 点 か ら 、 精 神

障 害 者 が 、 地 域 の 一 員 と して 安 心 して 自分 ら しい 暮 ら しが で き る よ う 、 「精 神 障 害 (こも 対 応 した 地 域 包 括 ケ ア シ ス

テ ム 」 の 構 築 を 目指 す こ とが 新 た な 理 念 と して 示 さ れ た 。

精神障害(こも対応した地域包括ケアシステムの構築 (イメージ)
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(厚 生労働省 障害保健福祉 部) 精神保健 医療福祉 の今 後の施策推進 に関する検討会 第5回資料 (令和 7年 3月10 日) 【抜粋 】

•  精神疾患を有する総患者数は、約603.0万人 (入院 ：約26.6万人、外来 : 約576.4万人) 。

□ 外来患者数

□ 入院患者数
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4 精 神 疾 患 を有 す る総 患 者 数 の 推 移

( ※ 1) H23年の調査で
は宮城県の一部 と福 島県
を除いている。

( ※ 2) R 2年か ら総患
者数の推計方法 を変更 し
ている。具体 的 には、外
来患者数の推計 に用 いる
平均診療 間隔の算 出 にお
いて、前回診療 日か ら調
査 日までの算定対象の上
限を変更 している (H29
年 まで は31日以上を除
外 していたが 、R2年か
らは99日以上を除外 し
て算 出) 。



(厚 生労働省 障害保健福祉 部) 精神保健 医療福祉 の今後 の施策推進 に関する検討会 第6回資料 (令和 7年5月12 日) 【抜粋 】

5 医療 機 関数 及 び 精 神 病 床 数 の 推 移

- 5 -

•  精神病床を有する病院の数、精神科を主たる診療科 とする診療所の数及び精神病床数の推移 は、それぞれ以下の
とお り。

精神病床を有する病院の数及び

精神科を主たる診療科とする診療所の数の推移

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

1,669 1,674 1,666 1,654 1,643 1,638 1,622 1,609

500

0
H14 H17 H20 H23 H26 H29 R2 R5

■• ・精 神 病 床 を有 す る病 院 の 数

ー ・精 神 科 を 主 た る診 療 科 とす る診 療 所 の 数

精神病床数の推移

精 神 病 床 数



い 厚 生労働省 障害保健福祉 部) 精神保 健 医療福祉 の今後 の施策推進 に関する検討会 第 1回資料 (令 和6年5月20 B) ［抜粋 】

6 精 神 障 害 者 に お け る 障 害 福 祉 サ ー ビス 等 の 利 用 状 況

各 障 害 福 祉 サ ー ビス 等 を 利 用 す る 精 神 障 害 者 数 の 推 移
(各 年 度 3 月 の 利 用 者 数 )

居宅介 護(人 )140,000

計画相談支援

■ • 一 地域移行支援

̶ 地域 定着支援
度 度 度

障 害 福 祉 サ ー ビス 等 を 利 用 す る 精 神 障 害 者 にお け る
各 障 害 福 祉 サ ー ビス 等 の 利 用 割 合

(令 和 5 年 3 月 の 利 用 者 数 よ り)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

居宅介護

共同生活援助

就労移行支援

就労継続支援 A 型

就労継続支援 B型

計画相談支援

25.9%
重度訪問介護 0 .1%

同行援護 0 .0%
行動援護 0 .1%

重度 障害者等包括支援 0 .0%
短期入所 ¦ 0 .7%
療養介護 0 .0%
生活介護 ■ 4 .5%

施設入所支援 ■0.8%
自立生活援助 ¦ 0 .3%

17.0%
宿泊型 自立訓練 ¦ 0 .7%

自立訓練 (機能訓練 ) 0 .1%
自立訓練 (生活訓練 ) ■ 3.2%

8.1%
就労移行支援 (養成施設) 0 .0%

13.7%
42.5%

就労定着支援 ■ 3.3%
28.0%

地域移行支援 ¦ 0 .2%
地域定着支援 ¦ 0 .8%

(参 考 )
主 た る 障害 が 「精 神 障害 者 」
で あ る 障害 福 祉 サ ー ビス 等 利
用 者 数
309,076人 (100%)

令
和

元
年

度

平
成

3
0

年

平
成

2
 9

年

平
成

2
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年

平
成

2
 7

年

平
成

2
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年
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(厚 生労働省 障害保健福祉 部) 精神保健 医療福祉 の今 後の施策推進 に関する検討 会 第9回資料 (令和 7年 9月8 日) 【抜粋 】 - 7 -

7 精 神 疾 患 を有 す る外 来 患 者 数 の 推 移 ( 傷 病 分 類 別 内訳 )

• 精神疾患を有する外来患者数は、約576.4万人。

• 傷病分類別では、 「気分 ［感情］障害 (躁 うつ病を含む) 」、 「神経症性障害、ス トレス関連障害及び身体表現性
障害」、 「その他の精神及び行動の障害」の順 (こ多い。

口 認知症 (血管性な ど)

［§認知症 (アル ツハ イマ一病 )

ロ 統合 失調症 、統合 失調症型 障害及び

妄想性 障害

口 気分 ［感情 ］障害 (躁 うつ病 を含む)

□ 神経症性 障害 、ス トレス 関連 障害及び

身体表現性 障害

□ 精神作用物質使用 による精神及び行動

の 障害

s その他の精神及び行動の障害

四 てんかん

( ※ 2) R2年か ら総患者数の推計方法 を変更 している。具体 的 には、外来 患者数の推計 に用 いる平均診療 間隔の算 出 において、前回診療 日か ら調査
日までの算定対象の上限を変更 している (H29年 まで は31日以上を除外 していたが 、R 2年か らは99日以上を除外 して算 出) 。
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(厚 生労働省 障害保健福祉 部) 精神保 健 医療福祉 の今後 の施策推進 に関する検討会 第9回資料 (令和 7年9月8 日) 【抜粋 】

8 精 神 疾 患 を有 す る 入 院患 者 数 の 推 移 ( 傷 病 分 類 別 内訳 )

• 精神疾患を有する入院患者数は、約26.6万人。

• 傷病分類別では、 「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」が最も多いが、減少傾向。

(単位 : 万人)

17.4

¢5

R5

口 認知症 (血管性な ど)

認知症 (アル ツハ イマー病 )

田 統合 失調症 、統合 失調症型 障害及び
妄相性 障宝

口 気る ［感祐 障害 (躁 うつ病 を含む)

□ 神経症性 障害 、ス トレス 関連 障害及び

身体表現性 障害
□ 精神作用物質使用 による精神及び行動

の 障害
図 その他の精神及び行動の障害

日 てんかん

26.6

( ※ 1) H23年の調査で は宮城県の一部 と福島県を除いている。
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(厚 生労働省 障害保健福祉 部) 精神保健 医療福祉 の今後 の施策推進 に関する検討会 第9回資料 (令和 7年9月8 日) 【抜粋 】 - 9 -

9 精 神 疾 患 を有 す る 入 院患 者 数 の 推 移 ( 年 齢 階級 別 内訳 )

• 精神疾患を有する入院患者の ピークは高齢化 してきてお り、年齢階級別の入院受療率が経年的に変化 している。

(単位 : 千人)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0歳 10歳 30歳 50歳 70歳 90歳 以 上

■• " 平 成 14年

■• " 平 成 17年

■• ・平 成 20年

平 成 23年

平 成 26年

平 成 29年

■• ～令 和 2 年

ー 令 和 5 年

平成 23年 は宮城 県 の石巻 医療 圏 、気仙 沼 医療 圏及び福 島県 を 除 いた数値 で あ る 。



［(厚 生労働省 障害保健福祉 部) 精神保健 医療福祉 の今後 の施策推進 に関する検討 会 第9回資料 (令 和7年9月8 日) 【抜粋 】

10精 神 病 床 にお ける 入 院患 者 数 の 推 移 ( 在 院期 間別 内訳 )

• 精神病床 における入院患者数は、約25.5万人。

• 入院期間別では、 1 年以上入院 している患者の数が約15.2万人 (約60% ) 〇

• 5 年以上入院 している患者の数が、顕著に減少 している。

0 10 15 20 25 30 355
(単位 : 万人)圈 3カ月未満 口 3カ月以上 1年未満 口 1年以上 5年未満 口 5年以上 離不 明

( ※ 1) H23年の調査で は宮城県の一部 と福島県を除いている。

- 10 -
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任意入院

(厚 生労働省 障害保健福祉 部) 精神保 健 医療福祉 の今後 の施策推進 に関する検討会 第 1回資料 (令 和6年5月20 日) 【抜粋 】 - 11 -

11入 院形 態 別 在 院患 者 数 の 推 移
「任意入院•••入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
•措置入院••・自傷他害の恐れがある精神障害者について、精神保健指定医2 名の診断により措置。
•医療保護入院•••入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態にない者について、精神保健指定医

ヒ 1名の診察及び家族等の同意により入院。

• 入院形態別では、医療保護入院患者が約半数を占める。

日その他 説任意入院 函 医療保護入院 • 措置入院
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出典 : ( 中央 社 会 保 険 医療 協 議 会 ) 入 院 ・外 来 医療 等 の調 査 ・評 価 分 科 会 令 和 7年 7月 17 日資 料 【抜 粋 】

12 精神疾患の医療体制構築に係る指針

〇  精 神 疾 患 の 医 療 体 制 構 築 に 係 る 指 針 に お い て 、「精 神 症 状 と 身 体 症 状 を 一 元 的 に 対 応 で き る 医 療 機 関 の 整 備

を 今 後 、推 進 して い くこ と が 重 要 」で あ る こ と 等 が 示 さ れ て い る 。

精 神 疾 患 の 医 療 体 制 構 築 に 係 る 指 針 ( 抄 )

(11)身体 合 併 症

(基 本 情 報 )

身体 合 併 症 対 応 につ いて は、精 神 科 救 急 医療 を担 う医療 機 関 の 多 くは精 神 科 単 科 の 医療 機 関 で あ り、受 入 れ が 困難 で あ る場 合

も少 な くな い。一 方 、精 神 科 以 外 の診 療 科 にお いて は、患 者 が精 神 疾 患 を合 併 して い る場 合 の対 応 に苦 慮 して いることが 多 い点 も

指 摘 され て い る。また 、身 体 疾 患 と精 神 疾 患 とも に入 院 によ る治 療 を必 要 とす る患 者 が発 生 す る割 合 は人 口1万 人 対 年 間 2.5件 と

推 計 され て お り、救 命 救 急 セ ンターの 入 院 患者 の うち 、12%の 入 院 患者 は何 らか の精 神 科 医療 を必 要 と し、2.2%の 入 院 患者 は

身体 疾 患 と精 神 疾 患 とも に入 院 によ る治療 を必 要 とす る とされ る。

( 医療 提 供 体 制 に関 する検 討 課 題 )

精 神 障害 を有 する方 等 及 び地 域 住 民 の負 担 に配 慮 したアクセスの しやすさ を確 保 す る観 点 か ら、精 神 症 状 と身体 症 状 を一 元 的

に対 応 で き る 医療 機 関 の整 備 を今 後 、推 進 して い くことが 重 要 で あ り、この よ うな 医療 機 関 と して 、公 的 な病 院 、総 合 病 院 の精 神

科 や精 神 科 を有 す る特 定 機 能 病 院が 役 割 を担 うことが 考 え られ る。

いずれ の場 合 で あ って も、身体 合 併 症 対 応 につ いて は、地 域 の実 情 に応 じ、精 神 科 救 急 医療 施 設 と他 科 の 医療 機 関 との連 携 に

よ り支 援 し合 う仕 組 み の構 築 が 求 め られ る。

この ような 中で 、第 8次 医療 計 画 にお いて は、精 神 障害 者 の 身体 合 併 症 に対 応 で き る医療 機 関 を明確 にす る必 要 が ある。また 、

精 神 障害 者 の 身 体 合 併 症 に対 応 で き る専 門職 の養 成 や 多職 種 連 携 ・多施 設 連 携 の推 進 の た め 、地 域 連 携 拠 点 機 能 及 び 都 道 府 県 連

携 拠 点 機 能 の 強 化 を 図 る必 要 が ある。

疾 病 ・事 業 及 び 在 宅 医療 に係 る医療 体 制 につ い て ( 令 和 5年 3 月 3 1日 医政 局 地 域 医療 計 画 課 長 通 知 )

- 12 -



13 精神科病院の現状 (香川県)

- 13 -

香 川 県 内 の 精 神 病 床 を 有 す る 18病 院 ( 令 和 7年 4 月 1日 現 在 )

県立丸亀病院 (156床) ¦

西紋病院 (130床)

427

さぬ き市

三 木 ［ 東 か が わ市

市立西香川病院 (60床)、

三 豊 市
まん の う町

観 音 寺 市 三船病院 (328床)

しおかぜ病院 (186庶

市立み とよ市民病院 (丑

綾 川 町

中 讃 地 区 )

•' T X  丸 亀市

’善 通 寺糸

小豆 島病院 (184床)

小豆保健医療圏

三光病 院 (320床)

精神科病床の状況

• 公立病院

• 民間病院

@ 精神保健福祉センター

@ 保健所

直 島 町

一… .・ノ 馬場病 院 (427床)

赤沢病院 (152床) 。 /

/ A / 』へ

回生病院 (51床) 包 0'

五色台 (280床)'

香ノ11大学 医学部附属病院 (26床)

東部保健医療圏

清水病院 (161床)

四国こどもとおとなの医療センター (22床)

西部保健医療圏 橋本病 院 (67床)

、大西病院 (374床)

いわき病院 (237床) 香川県
1:350,000
ヽ̶ ±̶ 全 3

MA P1O f Copyt if htOK ij iX



【精 神 科 病 院 】香 川 県 内 精 神 病 床 を 有 す る 病 院 (令 和 7年 4月 1日現 在 )

医療 圏 番 号 医療 機 関 名
許 可

病 床 数
措 置
入 院

応 急
入 院

救 急
指 定

東 部

1 大 西 病 院 3 74 〇 〇

2 いわ き病 院 226 〇 〇

3 馬 場 病 院 4 2 7 〇 〇 〇

4 三 光 病 院 3 20 〇 〇 〇

5 香 川 大 学 医学 部 附属 病 院 26 〇

西 部

6 こころの 医療 セ ンター五 色 台 28 0 〇 〇 〇

7 赤 沢 病 院 152 〇

8 回生 病 院 51 〇 〇

9 三 船 病 院 3 28 〇 〇 〇

10 西 紋 病 院 13 0 〇 〇

11 香 川 県 立 丸 亀 病 院 2 15 〇 〇 〇

12 しお か ぜ 病 院 18 6 〇 〇

13 四 国 こども とお とな の 医療 C 2 2 〇

14 清 水 病 院 16 1 〇 〇

15 西 香 川 病 院 60
16 み とよ市 民 病 院 3 0
17 橋 本 病 院 6 7

小 豆 18 小 豆 島 病 院 184 〇

合 計 3 ,23 9 14 5 12

•措置入院••・措置入院の受入れが可能 ( 自傷他害の恐れがある
精神障害者 について、精神保健指定 医2名の診断
により措置する) 。

•応急入院••・応急入院の受入れが可能 (急速 を要 し、入院の同意
が得 られない者 について、精神保健指定 医の診察 に
より入院 (72時間以内) させる) 。

•救急指定 ••・精神科救急輪番病院であり、精神科病院の輪番制
に参加 している。

【精 神 科 病 院 に よ る 医 療 体 制 の 概 要 】

• 県 内 の精 神 科 病 床 を有 する病 院数 は18病 院 で あ り、許 可 病 床 数 は、令 和 6年4月1日時 点 で3,239床 とな って いる。精 神 科 病 院

(有 床 ) は、中讃 地 区 に偏 在 して い る。小豆 地 区 は、1病 院 の み で あ り、大川 地 区 には病 院 が な い。

• 香 ノII県 の精 神 疾 患 にお ける医療 圏域 は全 県単 位 として いる。

■ 精 神 科 救 急 医療 体 制 につ いて は、県 内 を2圏域 に分 け、精 神 科 病 院 の輪 番 制 による受 入 れ体 制 を整 備 して い る。

・ 緊 急 な 医療 を必 要 とす る精 神 障害 者 等 の搬 送 先 とな る医療 機 関 と円滑 な連 絡 調 整 を行 うため 、丸 亀 病 院 を精 神 科 救 急 情 報 セ ン

ター として指 定 して い る。また 、丸 亀 病 院 を県 の精 神 科 医療 の基 幹 病 院 と位 置 づ けて い る。

• 県 内全 域 を対 象 とした身 体 合 併 症 拠 点 病 院 として 、中讃 圏域 にあ る総 合 病 院 回生病 院 を指 定 して い る。
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14 将来人口推計 (香川県)

• 香 川 県 の 令 和 3 2年 度 の 推 計 人 口 は 、724 千 人 で あ り 、令 和 2年 度 と 比 較 して ▲ 2 2 6千 人 (▲23 .8 %) が 減 少 し、

高 齢 化 率 は 4 0 %と な る 見 込 み で あ る 。

出典 ：令和 5年 「市町村別将来推計人 口」( 国立社会保障 •人 口問題研究所 )



15 精神病床の基準病床数 (香川県) 【第八次香ノ II県保健医療計画から】

香 ノ II県 の 既 存 精 神 病 床 数 は 、基 準 病 床 数 を 超 え て い る 。

忌 基 準 病 床 数 :病 院 の病 床 及 び 診 療 所 の病 床 につ いて 、医療 圏 内 にお ける望 ましい病 床 数 の水 準 を示 すもの 。

本 計 画 で定 め られ た基 準 病 床 数 を上 回 る許 可 病 床 を有 す る圏域 ( いわ ゆ る病 床 過 剰 地 域 ) にお ける新 たな病 院 の 開設 、増 床 又
は診 療 所 の病 床 の設 置 、増 床 につ いて は、医療 法 第 30条 の 11の規 定 による知 事 の勧 告 の対 象 とな る。基 準 病 床 数 は、医療 法

V 施 行 規 則 第 30条 の30に規 定 する式 によ り算 出 し、次 表 の とお りとす る。 •

既 存 病 床 数 は、令 和 5年 11月末 現 在 。

病 床 の種 別 圏域 名 既 存 病 床 数 (床 ) 基 準 病 床 数 (床 ) 過 不 足 (床 )

精 神 病 床 県 全 域 3,250 2,628 + 622

数 値 目 標 一 覧 【抜 粋 】

5 精 神 疾 患

項 目 現 状 目標 目標 年 次

精 神 病 床 にお ける急 性 期 (3か 月未 満 ) 入 院需 要 (患者 数 ) 601人 564人 令 和 11年 度

精 神 病 床 にお ける回復 期 (3か 月以 上 1年 未 満 ) 入 院需 要 ( 患者 数 ) 440人 526A 令 和 11年 度

精 神 病 床 にお ける慢 性 期 (1年 以 上 ) 入 院需 要 (患 者 数 ) 1,86I 人 1,183 人 令 和 11年 度
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16 人口10万人当たり精神病床数等 (香川県、全国)

• 精 神 病 床 を 有 す る 病 院 に つ い て 、香 川 県 は 、病 床 数 や 在 院 患 者 数 、医 師 数 が 、全 国 平 均 と 比 較 して 多 い 。

人 口10万 人 当た り病 床 数 (床 ) 人 口1〇万 人 当 た り在 院 患 者 数 (床 ) 人 口10万 人 当た り医 師数 (人 )

届出病床数

出典 :①精神保健福祉資料 (6 3 0調査 )
②政府統計の総合窓 口(e-St at )のR6年10月1日現在の人 口

※630調査 ••・精神保健 医療福祉の実態 を把握 し、施策推進のための基礎資料 を得 ること及び 医療計画等 に活用することを目的に厚生労働省が調査 を実施。
調査 内容 は、毎年 「6月30 日午前0時時点」の施設の概要、在院患者の状況等。



1? 精神病床数と入院患者数の推移 (香川県、全国)

. 平 成 14 年 か ら令 和 6年 (3年 間 隔 ) の 各 年 度 6 月 3 0 日 午 前 0 時 時 点 の 保 険 届 出 精 神 病 床 数 と 入 院 患 者 数 の 推

移 で は 、香 川 県 及 び 全 国 の 入 院 患 者 数 、精 神 病 床 数 、病 床 利 用 率 は 減 少 傾 向 で あ る 。

【香 川 県 】 【全 国 】
H14 R6 増 減 率

入 院 患 者 数 ( 人 ) 3 ,794 2,744 ▲ 2 7.7
精 神 病 床 数 ( 床 ) 4 ,10 2 3 ,15 7 ▲ 23 .0
病 床 利 用 率 ( % ) 9 2.5 8 6.9 ▲ 6.0

H14 R6 増 減 率

入 院 患 者 数 ( 人 ) 3 30 ,4 13 2 50 ,5 25 ▲ 24 .2
精 神 病 床 数 ( 床 ) 3 54 ,72 1 294 ,8 12 ▲ 16.9
病 床 利 用 率 ( % ) 93 .1 8 5.0 ▲ 8 .8

• これ は 、人 口 動 態 の 影 響 に 加 え 、政 策 効 果 の ほ か 、治 療 方 法 •投 薬 の 改 善 等 に よ る 減 少 と考 え られ る 。

(% ) ( 床 、人 )

100 450,000

全 国 = 精 神 病 床 数

= 入 院 患 者 数

̶ 病 床 利 用 率

(% )

100

出典 :精神保健福祉資料 (6 3 0調査 )
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18 入院•外来患者数の将来推計 (香川県、疾患別)

• 入 院 、外 来 患 者 数 は 、人 口 減 少 に 連 動 して 減 少 す る 。

• R7か ら R3 2 の 2 5年 間 で 、入 院 患 者 は ▲11.5%、外 来 患 者 は ▲ 16 .8 %と な る 〇

• 年 齢 構 成 の 推 移 等 に よ り、ア ル ツ ハ イマ ー 病 の 患 者 は 令 和 17年 ま で 増 加 す る が 、そ の 後 は 減 少 に 転 じ る 。

※ これ まで 、精 神 疾 患 の 患 者 数 の 動 向 にお いて は 、国 の 政 策 等 の 影 響 を受 けて きた ところで あ るが 、将 来 につ い て見 込 む ことは 困難 で あ るた め 、本
推 計 で は考 慮 して い な い 。

(人)

3,000

2,500

2,000

1,50 0

1,00 0

50 0

0

【入 院 】 患 者 数 の 将 来 推 計 (1日 当 た り) (人)

ロアル ツハイマー病

口その他 の精 神及び

行動 の障害

病 を含 む)

ロ統合失調症 ,統合

失調症型 障害 ,妄

想性 障害

ロアルコール使 用 に

よる精 神及 び行 動

の障害

□血 管性及 び詳細不

• 明の認知症
令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年

(2020年) (2025年) (2030年) (2035年) (2040年) (204 5年) (2050年)

4 ,000

3,500

3,000

2,500

口気分 障害 (躁 うっ 2,000

1,500

1,000

500

0

【外 来 】 患 者 数 の 将 来 推 計 (1日 当 た り)
3,94 8

令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 よる精神 及び行動

(2020年) (2025年) (2030年) (2035年) (204 0年) (204 5年) (2050年) の障害

〇 推 計 方 法 [ < A 将 来 推 計 人 口 > x < B 受療 率 ( 入 院 •外 来 、傷 病 分 類 別 ) > x < C 患 者 割 合 (傷 病 小 分 類 別 ) > ] ※ 男 女 年 齢 階 級 別 に推 計
〇 使 用 統 計 ① 令 和 5年 市 町村 別 将 来 推 計 人 口 ( 国 立 社 会 保 障 •人 口 問題 研 究所 ) ② 令 和 5年 患 者 調 査 ( 厚 生 労 働 省 )



π精神医療政策の現状(各論)



1 香川県における精神医療政策の課題と対策 【第八次香川県保健医療計画から抜粋】

課 題 対 策

(1) 精 神 科 救 急 医療 体 制 の 維 持 、拡 充 【優 先 課 題 】 �〇 精 神 科 救 急 情 報 セ ンター の維 持 、機 能 の 強 化
〇 精 神 医療 相 談 窓 口の 設 置

〇 地 域 の 中核 病 院 にお い て 、身 体 合 併 症 患 者 の 受 入 体 制 の確 保 を推 進【優 先 課 題 】

(2 ) 地 域 に お ける 身 体 合 併 症 患 者 の 受 入 体 制 の 確 保 V
(3 ) 災 害 時 精 神 医療 の確 保 〇 DPAT(災 害 派 遣 精 神 医療 チーム) の 体 制 整 備

〇 災 害 拠 点 精 神 科 病 院 に 、丸 亀 病 院 、こころの 医療 セ ンター五 色 台 を指 定

\/
【香 川 大 学 医学 部 との 連 携 •協 力体 制 の構 築 】
以 下 の精 神 科 医療 行 政 施 策 の 支 援 等 を行 う寄 附講 座 を設 置
< 課 題 (2 ) に対 応 >  〇 身 体 合 併 症 患 者 等 の 受 入 れ
< 課 題 (4 ) に対 応 >  〇 公 立 病 院 等 に対 す る常 勤 医 師 派 遣 等 の診 療 支 援

(4 ) 精 神 科 医 師 の確 保 【優 先 課 題 】 Z 〇 「精 神 科 専 門 医 師 育 成 プ ログ ラム」を継 続 実 施
〇 香 川 大 学 医学 部 と連 携 し、県 内 の 精 神 保 健 指 定 医 の 確 保 に努 め る

(5 ) 精 神 障 害 者 の 地 域 で の 生 活 の 支 援 �〇 地 域 生 活 移 行 へ 向 けて の相 談 支 援 体 制 の 充 実 な ど

(6 ) 精 神 障 害 者 が 安 心 して暮 せ る地 域 づ くり �〇 当事 者 グル ー プ 、家 族 会 、断 酒 会 等 の 育 成 や 、自助 活 動 の 支 援 な ど



2 精神科救急医療システム整備事業

精 神 科 救 急 医療 の充 実 を図 るた め 、以 下 の事 業 を実 施 して いる。

(1) 精 神 科 救 急 医療 施 設 等 事 業

• 夜 間 •休 日に緊急 な 医療 を必 要 とす る精 神 障害 者 の ため 、平 成 16年 7月 か ら、県 内 を2圏域 に分 ナ、精 神 科 病 院 の輪 番 制 によ

る受 入 体 制 を整 備 。

(2) 精 神 科 救 急 拠 点病 院体 制 整 備 事 業

• 処 遇 困難 者 や輪 番 病 院 で対 応 で きなか った者 等 の 緊 急 な 医療 に24時 間365日対 応 で き る最 終 的 な受 入 先 として、平 成 23
年 度 か ら丸 亀 病 院 を指 定 。

(3) 精 神 科 救 急 情 報 セ ンター事 業

• 精 神 科 救 急 医療 が 円滑 に運 営 され るよう、関係 機 関 との連 絡 調 整 を行 うた め 、平 成 16年 度 か ら丸 亀 病 院 を精 神 科 救 急 情 報
セ ンター として指 定 。

(4) 身体 合 併 症 拠 点病 院整 備 事 業

• 勤 務 医不 足 による総 合 病 院 の精 神 科 病 床 廃 止 ¦こよ り身体 合 併 症 患 者 への対 応 が 困難 とな った ことか ら、平 成 22年 度 か ら、県
内全 域 を対 象 とした身体 合 併 症 拠 点病 院 として 、中讃 圏域 にあ る総 合病 院 回生病 院 を指 定 。

(5) 精 神 科 医療 相 談 窓 口事 業

• 地 域 にお ける精 神 障害 者 やその 家族 等 を対 象 に、精 神 疾 患 の重 篤 化 を軽 減 する観 点 か ら、平 成 25年 度 か ら、体 日、夜 間 にも
相 談 が可 能 な 「精 神 医療 相 談 窓 口」を設 置 。(平 成 25年 度 は五 色 台病 院 (現 こころの 医療 セ ンター五 色 台 ) 、平 成 26年 度 は、日
本 精 神 科 病 院協 会 香 川 県 支部 に委 託 )
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3 身体合併症患者の受入体制 (精神病床を有する総合病院の現状)

- 23 -

(1) 精 神 病 床 を設 置 して い る総 合 病 院 (二 次 救 急 医療 施 設 )

• 香 川 県 で 、精 神 病 床 を設 置 して い る総 合 病 院 (二 次 救 急 医療 施 設 ) は 、香 川 大学 医学 部 附属 病 院 、回生病 院 、四 国 こどもとお と

な の 医療 セ ンター ( 児童 の み ) で あ る。

病 院 名
許 可

備 考
病 床 数 _ 般 精 神

香 川 大 学 医学 部 附属 病 院 613 587 26 • 救 命 救 急 セ ンター

回生病 院 397 346 51• 身体 合 併 症 拠 点病 院 ( 県 内唯一 、H22指 定 )

四 国 こどもとお となの 医療 セ ンター 667 645 22
(児童 のみ)

• 総 合 周 産 期 母 子 医療 セ ンター

(2) 香 川 県 の総 合 病 院 にお ける精 神 病 床 廃 止

〇 さ ぬ ぎ市 民 病 院 (H20 A 190床 )

〇 四 国 こども とお とな の 医療 セ ンター (H25 :成 人 用 A SO床 )

〇 高松 市 立 みんなの病 院 (H30 ：A 70床 )



4 精神科医師の確保

県 内精 神 科 医 師 を確 保 す るた め 、以 下 の事 業 を実 施 して いる。

(1) 精 神 科 医師 県 内定着 促 進 事 業

• 初 期 研 修 修 了者 が 、専 門 医や指 定 医 の資格 取 得 に必 要 な レポー ト作 成 等 を支 援 す るた め 、県 •香 川 大 学 医学 部 •県 内精 神 科
病 院 が 連 携 した精 神 科 医 師 の育 成 プ ログラムを、平 成 25年 度 か ら実 施 。

(2) 地 域 連 携 精 神 医学 寄 附講 座 設 置 事 業

• 平 成 25年 度 か ら、香 川 大学 医学 部 に寄 附講 座 を設 置 。

【寄 附講 座 の うち 、医師確 保 等 に関連 す る主 な業 務 内容 】
① 香 川 大 学 か ら香 川 県立 丸 亀 病 院 へ の 常勤 医師 の派 遣 等 、県 内 の公 立病 院等 に対 する診 療 支 援 の研 究
② 身 体 合 併 症 患者 及 び 措 置 入 院 患者 等 の 受 入 れ に関 す る研 究
③ 県 内 の精 神 科 病 院 と総 合 病 院等 の連 携 に関す る仕 組 み の研 究 等

(3) 医学 生修 学 資 金 貸 付 制 度 (地 域 枠 )
• 将 来 県 内 の 医療 機 関 に一 定 期 間従 事 す ることを条 件 とした 医学 生修 学 資 金 貸 付 制 度 を設 け、香 川 大 学 と連 携 して 、香 川
大学 医学 部 に、修 学 資金 の貸 与 を前 提 とした地 域 枠 を設 けて いる。
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第1回 香川県立丸亀病院整備検討委員会 令和7年10 月3 1日

資料3

丸亀病院の現状 と役割





! 丸亀病院の現状



1 基本情報、建物と敷地の概要

(1) 基本情報

- 1 -

• 設 置 根 拠 ：精 神 保 健 福 祉 法 第 19条 の 7の規 定 に基 づ き
都 道 府 県 に設 置 が 義務 付 け られ て い る精 神 科 病 院

• 所 在 地 :丸 亀 市 土 器 町東 九 丁 目291番 地

• 診 療 科 ：精 神 科 、心 療 内科 、思 春 期 心 療 内科 、内科 、
リハ ビリテーション科 、歯 科 (6科 )

• 病 床 数 :許 可 病 床 数 215床 、稼 働 病 床 数 15 6床

• 面  積 ：敷 地  37,536.04M、延 床 ］6,946.58M

• 職 員 数 ：165名 (令 和 7年 4月 1日時点 )

※常勤 精 神 科 医 師 9名
( うち、専 攻 医 2名 、精 神 保 健 指 定 医4名 )

合 計 医 師 看護 師 コ ・メデ ィカル 事 務
165名 19名 77名 42名 27名

※1 常勤 精 神 科 医師 の 内訳
�徳 島 大 学 系 5名 【正 規 4、専 攻 医 1】
�香 ノ 11大 学 系4名 【正 規 3、専 攻 医1】

(2 ) 建物と敷地の概要

名 称 建 築 年 月 構 造 面 積 (m) 備 考

診 療 棟 ・病 棟 (A - B - D棟 ) S5 8 .11 鉄 筋 コ ンク リー ト造 ：2 階 建 9 ,7 9 4

築 4 1年 (R7.4 時 占)
5 56.6以 降 の耐 箱・ 準 に基 づ く建 築 物

(参 考 ) 税 法 上 の 耐 用 年 数 3 9年 、R4 .11まで

管 理 棟 ・サ ー ビ ス 棟 S5 8 .11
鉄 筋 コ ンク リー ト造 :

( 管 理 棟 ) 3 階 建

( サ ー ビ ス 棟 ) 2 階 建

3 ,7 74

大 ホ ー ル •教 育 治 療 棟 • 回 廊 5 5 8 .11 鉄 骨 造 : 2 階 建 他 1,7 9 9

リハ ビ リテ ー シ ョンセ ンター ・デ ィケ ア棟 S6 0 .3 他 鉄 骨 造 ：2 階 建 8 8 7

そ の 他 ( 更 正 棟 、温 室 、倉 庫 等 ) H4 .3 他 鉄 骨 造 : 2 階 建 他 6 9 3

合 計 16 ,9 4 7



【敷地図】
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2 沿革

- 3 -

【主な沿革】

株 式 会 社 丸 亀 中央 病 院 開設
�

丸 亀 市 立 中央 病 院 とな る ( 丸 亀 市 へ移 管 )

日本 医療 団香 川 県 中央 病 院 とな る ( 日本 医療 団 へ移 管 )

香 川 県 立 丸 亀 病 院 として発 足 ( 日本 医療 団 か ら移 管 )

現 在 地 に新 築 移 転

精 神 科 救 急 情 報 セ ンター設 置

結 核 患 者 収 容 モデル事 業 によ り、精 神 疾 患 と結 核 の合 併 症 患者 の 受 入 開始

心 神 喪 失 者 等 医療 観 察 法 に基 づ く指 定 通 院 医療 機 関 に指 定

丸 亀 病 院 あ り方 検 討 委 員 会 の 開催

5病 棟 体 制 へ移 行 ( 「8病 棟 」閉鎖 )

4病 棟 体 制 へ移 行 ( 「7病 棟 」閉鎖 )

精 神 科 救 急 医療 システム整 備 事 業 の救 急 指 定 病 院 (輪 番 制 ) に指 定

思 春 期 病 床 等 病 棟 再 編 の完 成 ( 「3病 棟 (思 春 期 •ス トレス •社 会 復 帰 ) 」を開始 )

精 神 科 救 急 医療 システム整 備 事 業 の精 神 科 救 急 拠 点病 院 に指 定

3病 棟 体 制 へ移 行 ( 「3病 棟 (思 春 期 ・ス トレス ・社 会 復 帰 ) Jを体 止 )

災 害 拠 点精 神 科 病 院 に指 定

大 正 12.12

昭和 6. 3

昭和 19. 2

昭和 23. 8

昭和 59. 2
平 成 16. 7
平 成 17. 4
平 成 17. 7
平 成 19. 4

平 成 20. 2

平 成 22. 3

平 成 22. 4

平 成 23. 3

平 成 23. 4

平 成 26. 2

令 和 3. 3



3 病棟構成

所 在

病 棟 名

機 能
稼 働

病 床
備 考

棟 階
開放

閉鎖
種 別 個 室 保 護 室

結 核

(モデル )

A棟

1階 1病 棟 閉鎖 急 性 期 50 4 8 ̶̶ ［精 神 科 急 性 期 治 療 病 棟 入 院料 1］

2階 2病 棟 閉鎖 亜 急 性 期 54 4 6 ̶̶ ［精 神 病 棟 15対 1入 院基 本 料 ］

B棟

1階 ( 旧) 3病 棟 ※H23.4～閉鎖

2階 4病 棟 閉鎖 亜 急 性 期 52 4 2 4 ［精 神 病 棟 15対 1入 院基 本 料 ］

D棟

1階 7病 棟
※H22.3～閉鎖

•作 業 療 法 室 として活 用

2階
(新 ) 3病 棟

(8病 棟 )
( 開放 )

H20.2～ 「8病 棟 」を閉鎖

※H26.2̃ 「(新 ) 3病 棟 」を休 止

•思 春 期 、ス トレスケア、社 会 復 帰

合 計 156 12 16 4
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4 病床数と入院患者数の推移 (H元～R6)

Ht u H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Rt B R2 R3 R4 R5 R6



5 厚生労働大臣が定める施設基準

次の施設基準について、四国厚生支局へ届出を行い、受理されている。 (令 和 7年 4 月現 在 )

(1) 基 本 診 療 料

① 初 診 料 (歯 科 ) の注 1に掲 げる基 準

② 精 神 病 棟 入 院基 本 料 15対 1
( 〇 看 護 配 置 加 算 :看 護 師比 率 70%以 上 〇 看護 補 助 加 算 : 30対 1)

③ 救 急 医療 管理 加 算 ④ 医師事 務 作 業 補 助 体 制 加 算 2
⑤ 精 神 科 応 急 入 院施 設 管理 加 算 ⑥ 精 神 病 棟 入 院 時 医学 管理 加 算

⑦ 精 神 科 身 体 合 併 症 管理 加 算 ⑧ 依 存 症 入 院 医療 管理 加 算

⑨ 医療 安 全 対 策 加 算 2 ⑩ 精 神 科 救 急 搬 送 患 者 地 域 連 携 紹 介 加 算

⑪ 精 神 科 急 性 期 医師配 置 加 算 3 ⑫精 神 科 急 性 期 治療 病 棟 入 院料 1

(2) 特 掲 診 療 料

① こころの連 携 指 導 料 !！ ② 薬 剤 管理 指 導 料

③ 検 体 検 査 管 理 加 算 ! ④ 検 体 検 査 管理 加 算 π
⑤ CT撮 影 及 び M R!撮 影 ⑥ 療 養 生活 継 続 支 援 加 算

⑦ 早 期 診 療 体 制 充 実 加 算 ⑧ 依 存 症 集 団療 法 3 (アル コール依 存 症 )

⑨ 精 神 科 作 業 療 法 ⑩ 精 神 科 ショー ト•ケア 「小 規 模 な もの 」

⑪ 精 神 科 ディ•ケア 「大 規 模 な もの 」 ⑫ 医療 保 護 入 院等 診 療 料

⑬ 抗 精 神 病 特 定 薬 剤 治療 指 導 管理 料 (治療 抵 抗 性 統 合 失 調 症 治 療 指 導 管 理 料 に限 る。)

⑭ CAD/ CAM冠 ⑮ クラウン づ リッジ維 持 管理 料

⑯外 来 •在 宅 ベースアップ評価 料 ( I ) ⑰歯 科 外 来 •在 宅 ベー スアップ評 価 料 ( I )
⑱ 入 院 ベースアップ評 価 料 59
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6 医療機関の指定等
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丸 亀 病 院 に関係 す る
主 な施 設 指 定 等

丸 亀 病 院
県 内対 象
病 院数

内容

① 精 神 科 救 急 拠 点病 院 〇 1 救 急 指 定 病 院 (輪 番 ) で対 応 で きな か った精 神 科 救 急 患者 の最 終 的 な受 入
史 。

② 精 神 科 救 急 情 報 セ ンター 〇 1 救 急 指 定 病 院 (輪 番 ) の空 床 情 報 等 を収 集 し、関係 機 関 と必 要 な連 絡 調 整 を
行 う。

③ 精 神 科 救 急 指 定 病 院 〇 12 県 の委 託 によ り精 神 科 救 急 輪 番 を受託 して い る病 院 。県 内2圏域 で輪 番 制
を組 む ( 大 川 •高松 と中讃 •三 豊 ) 。

④ 措 置 入 院 へ の対 応
(民 間病 院 は指 定 病 院 )

〇 14 措 置 入 院 ( 自傷 他 害 の恐 れ が あ る精 神 障害 者 につ いて 、精 神 保 健 オ旨定 医2
名 の診 断 によ り措 置 ) の 受 入 が可 能 。

⑤ 応 急 入 院指 定 病 院 〇 5 応 急 入 院 (入 院 の 同意 が得 られ な い者 につ いて 、精 神 保 健 寸旨定 医 の診 察 に
よ り入 院 (72時 間以 内 ) させ る) の 受 入 が可 能 。

⑥ 災 害 拠 点精 神 科 病 院 〇 2 東 日 本 大震 災 、熊 本 地 震 を受 け、診 療 機 能 •避 難 所 機 能 • DPAT派 遣 機 能 等
を基 準 に、各 都 道 府 県 に1か所 以 上 整 備 。

⑦ 医療 観 察 法 に基 づ く
鑑 定 入 院 、指 定 通 院

〇
鑑 定 入 院 3 心 身喪 失 者等 医療 観 察 法 に基 づ き実 施 する、処 遇 の要 否 と内容 を決 定 す る
指 定 通 院 4 「鑑 定 入 院 」、入 院 によ らな い 医療 を受 けさせ る 「指 定 通 院 」を実 施 。
指 定 入 院 0 ※香 川 県 内の 医療 機 関 で は、「指 定 入 院 」は実 施 して いな い。

⑧ 依 存 症 専 門 医療 機 関
( 当院 はアル コール )

〇 3 依 存 症 の専 門性 を有 した 医師 が入 院 や外 来 専 門 プ ログフムを行 って い るー
と等 を基 準 に、都 道 府 県 が選 定 。

⑨ 結 核 患 者 収 容 治療 モデ ル
病 室 (精 神 病 床 )

〇 1 精 神 病 床 にお いて入 院 を必 要 とす る精 神 障害 者 で あ る結 核 患者 に対 して 、
収 容 治 療 を行 う。

【その他 の指 定 】
⑩ 保 険 医療 機 関 ⑪ 労 災保 険指 定 医療 機 関 ⑫ 指 定 自立 支 援 医療 機 関 (精 神 通 院 医療 ) ⑬ 生 活 保 護 法 指 定 医療 機 関
⑭ 特 定病 院 ⑮ 広 域 救 護 病 院 ⑯ 難 病 医療 指 定 医療 機 関 ⑰ ノ」' 児慢 性 特 定疾 病 指 定 医療 機 関
⑱ 難 病 医療 協 力病 院 ⑲ 出入 国管 理 及 び 難 民認 定 法 に基 づ く指 定 医 ⑳ 船 員 法 指 定 医



7 外来患者数の推移 (H26 ～R7.9 )

- R2年 度 に 新 型 コ ロ ナ ウィル ス の 感 染 拡 大 に よ る 影 響 で 、デ ィケ ア 等 の 患 者 が 減 少 した も の の 、現 在 は コ ロ ナ 前
の 水 準 ま で 1日 当 た り外 来 患 者 数 が 回 復 して い る 。

1日当たり外来患者数(人)

160
! = R7月次

一 8 -



8 入院患者数、病床稼働率の推移 (H26 ～R7.9 )

- 9 -

・ R6年 度 の 1日 当 た り入 院 患 者 数 は 8 5人 と な り、H26年 度 と の 比 較 で ▲ 2 5.4 %減 少 して い る 。

・ R6年 度 の 病 床 稼 働 率 は 54 .2%と な っ て い る 。



9 入院患者の疾病別、入院形態別割合

(1)疾 病 別 入 院 患 者 割 合 (R6.6 .3 0 時 点 ) (2 )入 院 形 態 別 患 者 割 合 (R6.6 .3 0 時 点 )

• 丸 亀 病 院 の 入 院 患 者 の約 8割 を統 合 失 調 症 患 者 が 占め てお
り、香 川 県全 体 、全 国 、全 国 ( 国 •県 立 ) いずれ よ りも高 い。

※ 丸 亀 病 院 は、3病 棟 すべ てが 閉鎖 病 棟 で あ り、施 設 が 古 い
た め 、気 分 (感 情 ) 障害 、認 知症 、依 存 症 な どの 患者 へ の対 応
力 に課 題 が あ る。

• 丸 亀 病 院 と香 川 県 は約 7～8割 を任 意 入 院 が 占め て い
るが 、全 国 の任 意 入 院 の割 合 は約 5割 で ある。

ロ統 合 失 調 症 口気 分 (感 情 ) 障 害 口その 他

10 0%

90%

80%

70%

60%

50%

4 0%

30%

20%

10%

0%

丸 亀 病 院
香 川 県

(全 体 )

全 国

(全 体 )

全 国

( 国 ・県 立 )

口措 置 口医療 保 護 ロ任 意 口その 他

丸 亀 病 院
香 川 県

(全 体 )

全 国 全 国
(全 体 ) ( 国 •県 立 )

出典 :精 神 保 健 福 祉 資料 ( 630調 査 )
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10 決算の推移 (丸亀病院、県立病院全体)

- 11 -

(1) 丸亀病院 (単 位 ：百 万 円 )

(2 ) 県立病院全体 (3病院合計…中央病院、丸亀病院、白鳥病院) (単 位 ：百 万 円 )

R2 R3 R4 R5 R6(※見 込 )

病 院事 業 収 益 1,825 1,578 1,555 1,535 1,526
:うち 医業 収 益 891 898 873 859 8511 ( うち入 院収 益 ) (583) (587) (572) (574) (561)1 ( うち外 来 収 益 ) (282) (283) (272) (259) (264)
:うち 医業 外 収 益 729 680 681 674 676

病 院事 業 費 用 1,793 1,778 1,843 1,907 1,945
うち 医業 費 用 1,724 1,734 1,798 1,858 1,894
うち 医業 外 費 用 44 44 44 45 47

純 損 益 32 ▲199 ▲ 288 A372_  U  A418

R2 R3 R4 R5 R6(※見 込 )

病 院事 業 収 益 28,949 29,917 29,898 27,704 27,710
1うち 医業 収 益 20,523 22496 22,342 23,074 23,383

( うち入 院収 益 ) (13,591) (14,969) (14,810) (15,286) (15,845)
( うち外 来 収 益 ) (6,352) (6,824) (6,882) (7,156) (7,022)

［うち 医業 外 収 益 7,822 7,407 7,554 4,617 4,319
病 院 事 業 費 用 27,266 28,107 28,769 29,570 30,356

:うち 医業 費 用 25,630 26,782 27,430 28,090 28,934
:うち 医業 外 費 用 1,230 1,317 1,330 1,368 1,399

純 損 益 1,683 1,810 1,130 ▲1,866_  C A 2,645

•

•
丸 亀 病 院 の 純 損 益 は 、主 Ij 給 与 費 、委 託 料 の 増 加 に よ り悪 化 し、R6決 算 見 込 は 約 4 億 2千 万 円 の 赤 字 。

県 立 病 院 全 体 の 純 損 益 に つ い て も 、新 型 コ ロ ナ 関 連 の 補 助 金 が 減 少 して 以 降 悪 化 し、R6決 算 見 込 は 約 2 6億 5千

カ 円 の 赤 字 。



11 内部留保資金残［Wjの推移 (県立病院全体)

R4決算 R5決算 R6決算見込 R7当初予算

• 近 年 の 収 支 状 況 が 続 け ば 、内 部 留 保 資 金 残 高 が 枯 渇 す る お そ れ が あ る 。
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12 ベンチマーク病院との比較 ※ 令 和 5年 度 公 営 企 業 年 鑑 か ら 、入 院 患 者 100 名 前 後 の 4 病 院 を 抽 出

• 医 業 損 益 は 、い ず れ の ベ ンチ マ ー ク病 院 に お い て も 赤 字 と な っ て い る ( 公 営 企 業 年 鑑 に 記 載 の 全 て の 精 神 科 単

科 病 院 に お い て 赤 字 で あ る 。) 。

• 丸 亀 病 院 に お い て は 、経 営 状 態 の 良 い 公 立 病 院 の 経 営 指 標 を 目 指 し、経 営 改 善 の 継 続 が 必 要 。

(単 位 :百 万 円 、% )

丸 亀 病 院 A病 院 B病 院 C病 院 D病 院

収 益 的 収 支 金 額
対 医 業 収

益 比 率
金 額

対 医 業 収

益 比 率
金 額

対 医 業 収

益 比 率
金 額

対 医 業 収

益 比 率
金 額

対 医 業 収

益 比 率

1日 平 均 入 院 患 者 数 ( 人 ) 9 0 9 6 8 4 14 4 7 1
医 業 収 益 8 8 5 10 0 % 1,0 7 0 10 0 % 1,2 17 12 2 .1% 1,2 8 3 10 0 % 54 1 10 0 %

入 院 収 益 5 74 64 .9 % 6 9 6 6 5 .1% 8 5 9 8 6 .2 % 1,0 0 8 7 8 .6 % 3 9 6 7 3 .1%
外 来 収 益 2 5 9 2 9 .2 % 3 0 0 2 8 .0 % 2 0 3 2 0 .4 % 17 0 13 .2 % 12 9 2 3 .8 %
そ の 他 医 業 収 益 2 6 3 .0 % 74 6 .9 % 15 5 15 .5 % 10 5 8 .2 % 17 3 .1%
うち 、他 会 計 負 担 金 2 6 2 .9 % 2 2 2 % 13 3 13 .3 % 9 8 7 .7 % 14 2 .5 %

医 業 外 収 益 6 4 8 ̶̶ 6 2 5 ̶̶ 7 6 2 ̶̶ 9 5 3 ̶̶ 1,0 8 9 ̶̶

特 別 利 益 2 ̶̶ 0 ̶̶ 0 ̶̶ 0 ̶̶ 0 ̶̶

医 業 費 用 1,8 5 8 2 10 .0 % 1,6 7 6 1 5 6 .6 % 2 ,0 6 8 2 0 7 .4 % 2 ,0 2 8 15 8 .1% 1,4 5 6 2 6 9 .1%
給 与 費 1,2 8 7 14 5 .4 % 1,0 0 7 94 .2 % 1,4 3 9 14 4 .3 % 1,3 9 7 10 8 .9 % 9 0 5 16 7 .3 %
材 料 費 14 0 15 .8 % 17 1 16 % 10 2 10 .2 % 9 3 7 .3 % 5 3 9 .8 %
経 費 3 11 3 5 .1% 3 3 1 3 0 .9 % 3 6 9 3 7 % 3 5 6 2 7 .8 % 3 10 5 7 .4 %
減 価 償 却 費 111 12 .5 % 16 4 15 .4 % 13 8 13 .9 % 17 8 13 .9 % 18 1 3 3 .4 %
資 産 減 耗 費 6 0 .7 % 0 0 .0 % 16 1.6 % 1 0 .1% 0 0 .1%
研 究 研 修 費 4 0 .4 % 2 0 .2 % 4 0 .4 % 3 0 .2 % 6 1.2 %

医 業 外 費 用 4 5 5 .1% 54 5 .1% 4 9 3 .9 % 5 2 4 .1% 3 0 5 .6 %
特 別 損 失 3 0 .3 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
医 業 損 益 ▲ 9 7 3 ̶̶ ▲ 6 0 6 ̶̶ ▲ 8 5 1 ̶̶ ▲ 74 6 ̶̶ ▲ 9 15 ̶̶

医 業 損 益 ( 減 価 償 却 費 を 除 く) ▲ 8 6 2 ̶̶ ▲ 4 4 2 ̶̶ ▲ 7 13 ̶̶ ▲ 5 6 8 ̶̶ ▲ 7 3 4 ̶̶

経 常 損 益 ▲ 3 7 1 ̶̶ ▲ 3 5 ̶̶ ▲ 13 8 ̶̶ 15 5 ̶̶ 14 3 ̶̶

純 損 益 ▲ 3 7 2 ̶̶ ▲ 3 5 ̶̶ ▲ 13 8 ̶̶ 15 5 ̶̶ 14 3 ̶̶



π丸亀病院の役割



丸亀病院の主な役割について

1 精神科救急

【概 要 】 【実 績 】

① 輪 番 病 院

〇 夜 間 ・休 日 に緊 急 的 な 医療 を必 要 とす る精 神 障 害 者 の た
め 、県 内 を 2 圏 域 に分 け 、精 神 科 病 院 の 輪 番 制 に よ る 受 入
体 制 を整 備 して い る。

【R6丸 亀 病 院 】
当番 日数 64 回
( 入 院 4 件 、外 来 3件 、電 話 応 対 まで 9 回 )

【R6県 全 体 】

当番 日数 8 72 回

( 入 院 14 6件 、外 来 161件 、電 話 応 対 まで 26 0 回 )

※ 当番 回数 は 、夜 間 と休 日の 合 計

大 川 •高 松
(6病 院 )

馬 場 病 院 、三 光 病 院 、大 西 病 院 、いわ ぎ病
院
( こころの 医療 セ ンター五 色 台 、赤 沢 病 院 )

中讃 ・三 豊
(8病 院 )

三 船 病 院 、こころの 医療 セ ンター五 色 台 、
赤 沢 病 院 、西 紋 病 院 、丸 亀 病 院 、
しお か ぜ 病 院 、回 生 病 院 、清 水 病 院

※ こころの 医療 セ ンター 五 色 台 、赤 沢 病 院 は大 川 •高 松 圏
域 も担 当 して い る。

※ 地 域 拠 点 病 院 として小 豆 島病 院 が 指 定 され て い る 。

② 精 神 科 救 急 拠 点 病 院
〇 輪 番 病 院 で 対 応 で き な か った 患 者 の 最 終 的 な 受 け入 れ
先 と して丸 亀 病 院 が指 定 さ れ て い る。

( 丸 亀 病 院 で 2床 確 保 、24 時 間 3 6 5 日対 応 。)

【R6丸 亀 病 院 】
入 院 5件 、外 来 3件 、電 話 応 対 まで 17件

③ 精 神 科 救 急 情 報 セ ン

〇 丸 亀 病 院 が 指 定 され て お り、緊 急 な 医療 を必 要 とす る精
神 障 害 者 等 の 搬 送 先 とな る 医 療 機 関 と 円滑 な 連 絡 調 整 を
実 施 して い る。

〇 各 病 院 の 空 床 情 報 等 を扱 うた め 、公 的 な機 関 が 担 うこと
が 望 ま しい 。

【R6丸 亀 病 院 】
外 来 2件 、電 話 応 対 9件

精 神 科 救 急 病 院 の 空 床 情 報 等 :4 ,0 15件 (FAX)



2 入院 •外来患者の受入れ

【概 要 】 【実 績 】

① 措 置 入 院 、医療 保 護 入 院 、
① 応 急 入 院 患 者 の 受 入 れ

〇 患 者 に適 切 な治 療 を提 供 す るた め に は 、各 入 院 手 段 を選
択 で き る体 制 を確 保 した 上 で 、患 者 に応 じた 適 切 な 入 院
手 段 を選 択 す る必 要 が あ る 。

福 置 入 院 ••• 自傷 他 害 の 恐 れ が あ る精 神 障 害 者 に つ い C
精 神 保 健 指 定 医 2名 の診 断 によ り措 置 。

• 医療 保 護 入 院 •••入 院 を必 要 とす る精 神 障 害 者 で 、任 意 入 院
を行 う状 態 にな い者 につ いて 、精 神 保 健 指 定 医 1名 の診 察
及 び 家 族 等 の 同意 によ り入 院 。

•応 急 入 院 ••・応 急 入 院 の 受 入 れ が 可 能 ( 急 速 を要 し、入 院 の
同 意 が 得 られ な い 者 につ い て 、精 神 保 健 指 定 医 の 診 察 に

り入 院 (72時 間 以 内 ) さ せ る ) 。 ノ

•措 置 【R6丸 亀 病 院 】 4 人 【R6県 全 体 】 3 8A
• 医療 保 護 【R6丸 亀 病 院 】3 7人 【R6県 全 体 】1, 54 7人

•応 急  【R6丸 亀 病 院 】 な し 【R6 県 全 体 】 99人

※ 県 全 体 の 医療 保 護 入 院 件 数 は 、届 出数

他 医 療 機 関 や 施 設 で の
② 受 け 入 れ が 難 しい 患 者

の 受 入 れ

〇 積 極 的 に退 院 先 ( 自宅 退 院 、施 設 移 行 ) の 調 整 を行 って
い る もの の 、受 け入 れ 先 が 見 つ か らな い患 者 ( 入 院 が 必 要
な 精 神 疾 患 を 有 して い な が ら、高 齢 で あ り生 活 自立 度 低
い方 な ど ) に つ い て は 、長 期 の 入 院 を継 続 して い る 。慢 性
期 患 者 は減 少 して い る も の の 、今 後 も一 定 数 の 患 者 を 受
入 れ る必 要 が あ る と考 えて い る 。

【R6丸 亀 病 院 1日 当 た り平 均 入 院 患 者 数 】

H27 H29 R元 R3 R6

急性期患者数 (人 ) 18.1 18.0 17.5 17.2 19.5

慢性期患者数 (人) 91.1 86.4 77.8 75.6 65.1

※急 性 期 患 者 :精 神 科 急 性 期 治 療 病 棟 入 院 料 算 定 患 者

③ 地 域 患 者 の 外 来
〇 精 神 科 ( 訪 問 看 護 、デ ィケア等 含 む ) 、内科 、歯 科 にお いて
外 来 を実 施 して お り、主 に近 隣 住 民 に ご利 用 い た だ い て い
る〇

【R6丸 亀 病 院 】 120名 (1日平 均 外 来 患 者 数 )

_ クロザ ピン 「治 療 抵 抗 性
④ 統 合 失 調 症 冶 療 楽 」に よ

る治 療

〇 丸 亀 病 院 で は 、令 和 5年 12 月 か ら開始 。
〇 県 内 で は9病 院 が 実 施 。

〇 他 の 複 数 の 抗 精 神 病 薬 で十 分 な 効 果 が 得 られ な か った
「治 療 抵 抗 性 統 合 失 調 症 」に対 して使 用 され る薬 で あ り、そ
あ効 果 が 唯 一 認 め られ て い る。

【R6丸 亀 病 院 】 3名 ( 治 療 人 数 )
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3 専門医療の提供

【概 要 】 【実 績 】

依 存 症 専 門 医療 機 関 ( ア
① ル コー ル ) と して の 依 存

症 診 療

〇 香 川 県 依 存 症 専 門 医療 機 関 ( アル コー ル ) と して 、外 来 、
入 院 にお いて診 療 を実 施 して い る。

〇 断 酒 会 、家 族 会 を 開催 して い る。

【R6丸 亀 病 院 】•入 院 延 べ 患 者 6 78A
•外 来 延 べ 患 者 1,50 2人

( うち新 規 受 診 患 者 数 2 5人 )
•院 内 断 酒 会 624 A  (延 べ 人 数 )
•アル コール 家 族 会 3 0人 ( 延 べ 人 数 )
•地 域 断 酒 会 123人 (延 べ 人 数 )

心 身 喪 失 者 等 医 療 観 察
② 法 に基 づ く鑑 定 入 院 、指

定 通 院

〇 処 遇 の 要 否 と内容 を決 定 す る 「鑑 定 入 院 」、入 院 によ らな
い 医療 を受 けさ せ る 「指 定 通 院 」の 患 者 を 受 入 れ られ る体
制 を確 保 して し、 る0

【R6丸 亀 病 院 】 •鑑 定 入 院 0人 ( 直近 )R3 ：1人
•指 定 通 院 2人

③ 児 童 ・思 春 期 外 来
〇 丸 亀 病 院 常 勤 医 師 1名 と、他 の 医療 機 関 か らの 非 常 勤 医

師 によ り、週 1～2 日の 外 来 診 療 を行 って い る 。

【R6丸 亀 病 院 児 童 ・思 春 期 外 来 】

R3 R4 R5 R6

延 べ 患 者 数 ( 人 ) 717 684 6 6 7 8 78

公 結 核 患 者 収 容 治 療 モ デ
4 ル 病 室

〇 精 神 病 床 に お い て 入 院 を 必 要 とす る精 神 障 害 者 で あ る
結 核 患 者 に対 して 、収 容 治 療 を行 う。( 精 神 科 に お い て は 、
県 内 曜 一 。 )

〇 結 核 患 者 は 入 院 が 長 期 化 す る ことが 多 く負 担 は 大 き い
が 、県 立 の精 神 科 病 院 として 引 き受 けて い る。

【R6丸 亀 病 院

結 核 患 者 収 容 治 療 モデ ル病 床 で 受 入 れ た 患 者 につ いて 】

R3 R4 R5 R6

症 例 コロナ コロナ 結 核 ̶

実 入 院 患 者 数 ( 人 ) 13 13 2 0

平 均 在 院 日数 ( 日 ) 10 8 117 0



4 医師確保 ・職員育成 ・派遣

【概 要 】

① 医 師 確 保 •育 成

② 医 師 派 遣

【丸 亀 病 院 常 勤 精 神 科 医 師 在 籍 数 】 ( 単 位 : 人 )

〇 近 年 、2 ～4 名 の 新 規 の 専 攻 医 を 受 入 れ て お り、単 科 精
神 科 病 院 で あ る丸 亀 病 院 で 措 置 入 院 等 の 幅 広 い症 例 を経
験 し、精 神 保 健 指 定 医 を取 得 して い る 。

R4 R5 R6 R7

常 勤 精 神 科 医 師 9 10 10 9

( うち専 攻 医 ) (3 ) (4 ) (3 ) (2 )

〇 県 立 中央 病 院 及 び 高 松 市 立 みん な の病 院 へ 、それ ぞ れ週
1回 、リエゾ ンと して精 神 科 医 師 を派 遣 して い る。

〇 県 立 中 央 病 院 に 、週 1回 、緩 和 ケアの た め に精 神 科 医 師
を派 遣 して い る。

〇 県 立 白鳥 病 院 に 、月4 回 、物 忘 れ 外 来 の た め に精 神 科 医
師 を派 遣 して い る。

【丸 亀 病 院 精 神 科 医 師 の派 遣 】 (単 位 ：回 / 週 )

派 遣 先 内容 R6 R7

中央 病 院
精 神 科 リエゾ ン 1 1

緩 和 ケア 1 1

白鳥 病 院 物 忘 れ 外 来 1 1

1̂!松 市 立
みん な の病 院 精 神 科 リエゾ ン 1 1

③
精 神 科 看 護 専 門 看 護 師
( リエゾ ン) の 派 遣

〇 県 立 中央 病 院 に、精 神 看 護 専 門看 護 師 ( リエゾ ン) を派 遣
し、中央 病 院 看 護 師 の 、精 神 身 体 合 併 症 患 者 に対 す る看 護
師 の 対 応 力 向上 を 図 って い る。

【丸 亀 病 院 】

月 1回程 度 の 定 期 的 な派 遣 に加 え 、特 に相 談 が 必 要 な患 者
につ いて は 、不 定 期 の 派 遣 要 請 にも応 じて い る。
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5 災害精神科医療

6 地域医療への貢献 (主なもの)

【概 要 】 【実 績 】

① 災 害 拠 点 精 神 科 病 院

〇 災 害 時 に お け る精 神 科 医療 を提 供 す る上 で の 中 心 的 な
役 割 を期 待 さ れ て お り、2病 院 ( 県 立 丸 亀 病 院 とこころの 医
療 セ ンター五 色 台 ) が 指 定 さ れ て い る。

〇 大 規 模 災 害 時 の 入 院 患 者 受 入 れ 先 確 保 等 の た め 、拠 点 病
院 が 必 要 で あ る。

【R6丸 亀 病 院 】

• 派 遣 に備 えての 必 要 な資 機 材 の整 備

• 院 内合 同避 難 訓 練 実 施 (2 回/ 年 )

• 部 署 別 防 災 訓 練 の 実 施 (10 回/ 年 )

② DPAT

〇 丸 亀 病 院 の 医 師 が 県 の DPAT統 括 者 に就 任 して い る。

〇 丸 亀 病 院 は 、「香 川 DPAT」と して 、2チ ー ム計 15名 を登
録 して お り、うち 1チ ーム は先 遣 隊 を編 成 可 能 で あ る 。活 動
要 請 に応 じられ る体 制 を確 保 して い る。

〇 5病 院 10チ ー ムが 編 成 可 能 ( こころの 医療 セ ンター五 色
台 3 、丸 亀 病 院 2 、三 光 病 院 2 、四 国 こ ど も とお とな の 医療
セ ンター 2 、西 紋 病 院 1) 。先 遣 隊 を 編 成 可 能 な の は 3病 院
( こころの 医療 セ ンター五 色 台 、三 光 病 院 、丸 亀 病 院 ) 。

【R6丸 亀 病 院 】
DPAT派 遣 体 制 の維 持 •拡 充 を 目指 し、DPAT研 修 へ の参

加 な ど によ り、職 員 の 育 成 を継 続 実 施 。

【概 要 】 【実 績 】

① 看 護 学 校 へ の 講 師 派 遣
〇 看 護 師 育 成 に貢 献 す るた め 、県 内 の 看 護 学 校 に 、医 師 や
看 護 師 を講 師 として派 遣 して い る。

【R6丸 亀 病 院 】 延 べ 13 名 を派 遣

め 自治 体 や 団 体 等 へ の 講
⑵ 師派 遣

〇 日本 看 護 協 会 が 主 催 す る研 修 に 、認 定 看 護 師 等 を講 師
として派 遣 して い る 。

【R6丸 亀 病 院 】 延 べ 3 5名 を派 遣

③ 看 護 学 生 の 受 入 れ 〇 看 護 師 育 成 に貢 献 す るた め 、県 内 の 看 護 学 生 を受 け入 れ
て い る。 【R6丸 亀 病 院 】 延 べ 8機 関 、1,53 0名 を受 入 れ

※ その 他 、薬 剤 部 学 生 実 務 実 習 、作 業 療 法 臨 床 実 習 も受 け入 れ て い る。



7 精神保健福祉行政への協力(主なもの)

【概 要 】 【実 績 】

① 措 置 診 察
〇 措 置 入 院 の要 否 につ い て 、精 神 保 健 指 定 医 2名 以 上 の 診
察 によ る判 定 が 必 要 で あ る。

〇 丸 亀 病 院 の精 神 保 健 指 定 医 も判 定 に協 力 して い る 。

【R6丸 亀 病 院 】 4件

【R6 県 全 体 】 診 察 件 数 延 べ 9 2件

精 神 医 療 審 査 会 そ の 他
⑵ の会 議 へ の 協 力

〇 精 神 医 療 審 査 会 は 、精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に関
す る法 律 に基 づ き 、精 神 障 害 者 の 権 利 擁 護 を 目的 と した審
査 を行 う機 関 で あ る。

具 体 的 に は 、措 置 入 院 や 医療 保 護 入 院 の 患 者 の 退 院 請 求
や 処 遇 改 善 請 求 の 審 査 、定 期 報 告 の 審 査 、入 院 期 間 の 更 新
の 届 けの審 査 な ど を行 う。

〇 丸 亀 病 院 の精 神 保 健 指 定 医 も会 議 に協 力 して い る 。

【R6丸 亀 病 院 】 精 神 医療 審 査 会 定 例 部 会 出 席 6 回

【R6 県 全 体 】 精 神 医療 審 査 会 定 例 部 会 開催 24 件

令 精 神 科 病 院 へ の 実 地 指
③ 導 ( 実 地 審 査 )

〇 精 神 科 病 院 にお いて 、精 神 障 害 者 に対 す る人 権 に配 慮 し

1回各 病 院 にお いて 、実 地 指 導 •実 地 審 査 が 実 施 され る 。

〇 丸 亀 病 院 の精 神 保 健 指 定 医 も実 地 審 査 に協 力 して い る。

た適 正 な 医 療 及 び 保 護 が 確 保 さ れ ることを 目的 と して 、年 【R6丸 亀 病 院 】 実 地 審 査 ：7回 ( 指 定 医数 延 べ 7人 )

【R6 県全 体 】 実 地 審 査 : 18 回 ( 指 定 医数 延 べ 2 5人 )
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精神保健福祉法上の位置付 け

参 考 資 料 1

( 1 ) 都 道 府 県立 精 神 科 病 院 (第 19 条 の 7)

都 道 府 県 は 、精 神 科 病 院 を設 置 しな けれ ば な らな い。 た だ し、次 条 の規 定 に
よ る指 定病 院 が あ る場 合 にお い て は 、 そ の設 置 を延 期 す る こ とが で き る。

【解 釈 <抜 粋 >】 ： 「改 訂 第 二版 精 神 保 健 福 祉 法 詳 解 (精 神 保 健 福 祉 研 究 会 監 修 ) 」

都 道 府 県 に精 神 科 病 院 の設 置 を義 務 付 けた本 条 の規 定 は 、 昭 和 25 年 の精 神

衛 生 法 制 定 当時 か ら置 かれ て お り、本 条 が規 定 され た趣 旨は、 自己 の症 状 に 関

し的確 妥 当 な判 断 を 下 す こ とが 困難 な状 態 に あ る精 神 障 害者 (特 に措 置 入 院 患

者 ) は 、 で き るだ け公 的機 関 の 管 理 経 営 に属 す る医療 機 関 で 医療 保 護 を受 け る

こ とが 妥 当で あ る との考 え方 に基 づ い た もの で あ る。

本 条 の趣 旨は 、精 神 医療 の特 性 にか ん がみ 、各 都 道 府 県 に本 来 的 に精 神 科 医

療 に 向 け られ た 専 門 的 な病 院 の設 置 を義 務 付 けた点 に あ り、本 条 の 定 め る と こ

ろ に よ り、精 神 科 医療 の あ らゆ るニ ー ズ に対 応 可能 な機 能 を持 つ 総 合 的 で 専 門

的 な病 院 を設 置 す べ き責 務 を有 して い るの で あ っ て 、指 定病 院 が あ るか ら とい

っ て 、本 条 が規 定 す る責 務 を果 た した もの とはい え な い の で あ る。

( 2 ) 指 定 病 院 (第 19 条 の 8)

都 道 府 県 知 事 は 、国 、都 道 府 県 並 び に都 道 府 県又 は都 道 府 県 及 び都 道 府 県 以
外 の地 方 公 共 団体 が設 立 した 地 方 独 立 行 政 法 人 (以 下 「国等 」 とい う。 ) 以 外 の
者 が 設 置 した 精 神 科 病 院 で あ っ て厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る基 準 に適 合 す る もの
の全 部 又 は一 部 を、そ の設 置 者 の 同意 を得 て 、都 道 府 県 が設 置 す る精 神 科 病 院
に代 わ る施 設 (以 下 「指 定病 院 」 とい う。 ) と して指 定す る こ とが で き る。

【解 釈 <抜 粋 >】 ： 「改 訂 第 二版 精 神 保 健 福 祉 法 詳 解 (精 神 保 健 福 祉 研 究 会 監 修 ) 」

本 条 で は 、指 定 病 院 につ い て 、「都 道 府 県 が設 置 す る精 神 病 院 に代 わ る施 設 」

とい う表 現 が な され て い るが 、これ は 、昭和 25 年 の精 神 衛 生 法 制 定 当初 は 、措

置 入 院 は全 て都 道 府 県 立 精 神 科 病 院 に集 中 させ て入 院 させ るべ きで あ り、都 道

府 県 立 精 神 科 病 院 の病 床 数 が十 分 整 備 され るま で の代 わ りと して 、指 定病 院 を

指 定す る とい う考 え方 が あ った た めで あ り、旧精 神 病 院 法 第 7 条 の 「代 用 病 院 」

の流 れ を くむ もの と考 え られ る。

しか しな が ら、医療 法 人 立 の精 神 科 病 院 で も優 れ た 医療 内容 を持 つ 精 神 科 病

院 は多 く、 ま た 、措 置 入 院 患 者 を特 定 の病 院 に集 中 して入 院 させ る とい う考 え

方 も適 当で な い こ とか ら、現 在 にお い て は 、本 条 を根 拠 に指 定病 院 を都 道 府 県

立 精 神 科 病 院 の 代 替 病 院 と して性 格 づ け て 理 解 す る こ とは適 当 で な い と考 え

るべ きで あ る°都 道 府 県 立 精 神 科 病 院 は 、指 定 を行 わ な くて も措 置 入 院 の受 け

入 れ 先 とな る こ とが 予 定 され て い るの に対 し、指 定病 院 は 、指 定 に よっ て初 め

て 措 置 入 院 の 受 け入 れ 先 とな る とい うこ とを意 味 して い る と理 解 す べ き で あ

ろ う。



参 考 資 料 2

精神保健福祉法に基づ く入院形態

1 任 意 入 院 (法 第 2 0 条 )

【対 象 】入 院 を必 要 とす る精神 障 害 者 で 、入 院 につ い て 、本 人 の 同意 が あ る者

【要件 等 】精 神 保 健 指 定 医 の診 察 は不 要

2 措 置 入 院 / 緊 急 措 置 入 院 (法 第 2 9 条 / 法 第 2 9 条 の 2 )

【対 象 】入 院 させ な けれ ば精 神 障 害 の た め に 自傷 他 害 のお それ の あ る精 神 障 害者

【要 件 等 】精 神 保 健 指 定 医 2 名 の診 断 の 結 果 が 一 致 した 場 合 に都 道 府 県 知 事 が 措 置 す る

こ とが で き る。

※ 緊 急 措 置 入 院 は 、急 速 な入 院 の必 要性 が あ る こ とが条 件 で 、 指 定 医 の診 察 は 1 名 で

足 りるが 、入 院 期 間 は 7 2 時 間以 内 に 限 られ る。

3 医療 保 護 入 院 (法 第 3 3 条 )

【対 象 】入 院 を必 要 とす る精神 障 害 者 で 、任 意 入 院 を行 う状 態 に な い者

【要 件 等 】精 神 保 健 指 定 医 (又 は特 定 医 師 ) の診 察 及 び 家 族 等 の うちいず れ か の者 の 同意

が必 要

※ 病 院 管 理 者 は 、そ の家 族 等 が な い場 合 又 は そ の家 族 等 の全 員 が そ の意 思 を表 示 す る こ

とが で きず 、若 し くは 同意 若 し くは不 同意 の意 思 表 示 を行 わ な い場 合 、市 町村 長 の 同意

に よ り入 院 させ る こ とが で き る。

※ 入 院 期 間 につ い て は 、当該 医療 保 護 入 院 か ら 6 月 を経 過 す るま で の 間 は 3 月 以 内 、 6

月 を経 過 した後 は 6 月 以 内 とな る。

※ 特 定 医師 に よ る診 察 の場 合 、入 院 期 間 は 1 2 時 間以 内 に 限 られ る。

4 応 急 入 院 (法 第 3 3 条 の 6 )

【対 象 】入 院 を必 要 とす る精神 障 害 者 で 、任 意 入 院 を行 う状 態 に な い者

【要 件 等 】急 速 を要 し、家族 等 の 同意 が得 られ な い者 が対 象 。精 神 保 健 指 定 医 (又 は特 定

医師 ) の診 察 が必 要 で あ り、応 急 入 院指 定病 院 のみ に入 院 させ る こ とが で き、入

院期 間 は 7 2 時 間以 内 に限 られ る。

※ 特 定 医師 に よ る診 察 の場 合 、入 院 期 間 は 1 2 時 間以 内 に 限 られ る。

(厚 生 労働 省 障害保 健 福祉 部 ) 精神 保 健 医療 福祉 の今 後 の施 策 推 進 に関す る検 討 会 第 1 回資料 (令 和 6
年 5 月 20 日) 【抜粋 】


